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令和７年度（2025年度）条例第９条第５項に基づく 

廃棄文書に係る意見聴取について 

 

１ 委員への意見聴取（事前審査）の結果 

 令和７年（2025年）３月３１日で文書ファイルの保存期間が満了となり、各課が廃棄と判

断し審査対象となった廃棄予定文書ファイル等については、以下のとおり。 

 

 

 

２ 今後の予定  

(1)本日の第 26 回熊本市公文書等管理委員会において、廃棄予定文書（1４,９６２ファイ

ル）に係る意見を聴取。 

                           委員会終了後 

(2)委員の意見等を踏まえ、 

➀廃棄審査済の 1４,６６６ファイル及び要確認ファイルのうち「このまま廃棄」と判断さ

れた文書ファイルについては、年度内に廃棄。 

②熊本地震関連文書は、保存期間を 10年に延長。 

③特定歴史公文書等として保存すべきとの意見があった文書ファイル及び保存期間の

延長が必要との意見があった文書ファイルについては、原課と協議。     

(３)原課との協議結果については、各委員へメール等にて報告し、次回委員会（１１月開催

予定）で廃棄文書に係る意見聴取の総括を行う。 


